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令和５年 年末の交通安全県民運動実施要綱 

 

１ 目的 

  この運動は、県民一人ひとりが交通ルールを遵守し、思いやりやゆずりあいの心

を持って交通マナーを実践することにより交通事故の防止を図ることを目的とする。 

 

２ 期間 

  令和５年１２月１１日（月）から１２月２０日（水）までの間 

 

３ スローガン 

  年末を 無事故で過ごし よい年始 

 

４ 主唱 

  岐阜県交通安全対策協議会 

  （岐阜県交通安全対策協議会実施機関・団体名簿のとおり） 

 

５ 運動の重点 

・ 夕暮れ時と夜間の交通事故防止 

・ こどもと高齢者を始めとする歩行者の安全の確保 

・ 飲酒運転等の危険運転の根絶 

・ 自転車等のヘルメット着用と安全利用の促進 

 

６ 運動の重点の趣旨と推進項目 

 (1) 夕暮れ時と夜間の交通事故防止   

秋口から年末にかけては日没時間が早まり、夕暮れ時から夜間にかけて交通事

故が多発する傾向にある。過去５年間の死亡・重傷事故を見ると、10月から12月

は、薄暮時間帯における歩行者対車両の死亡・重傷事故は７月から９月と比較し

て約３.５倍発生している。 

運転者は、早めのライト点灯や適切なハイビームの使用により、歩行者や自転

車をいち早く発見して、交通事故を防ぐことが重要である。 

また、歩行者や自転車利用者は反射材を身に着け、運転者から自分の存在を見

えやすくして交通事故防止を図ることが大切である。 

【推進項目】 

   ① 運転者に対する安全運転の周知 

     運転者に対し、日没30分前の早めのライト点灯と、ハイビームの適切な使用
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（ハイビームは「走行用前照灯」、ロービームは「すれ違い用前照灯」）によ

る、歩行者や自転車の早期発見について周知する。 

   ② 歩行者・自転車利用者に対する安全意識の啓発 

歩行者や自転車利用者に対し、明るく目立つ色の服装や反射材を身に着け、

自分の姿を見えやすくすることで、夜間の交通事故防止につながることを周知

する。 

   ③ 街頭活動の強化 

     街頭での交通安全指導や広報啓発活動を推進し、夕暮れ時からの交通事故防

止を図る。 

 

(2) こどもと高齢者を始めとする歩行者の安全の確保 

   令和５年９月末の歩行中の交通事故死者は９人で、前年同期より４人減少して

いるものの、この中で高齢者は８人と、約９割を占めた。こどもが被害者となる

交通死亡事故は発生していないが、歩行者の交通事故を防止するため、運転者に

よる歩行者保護意識の醸成や、歩行者に対しても道路横断時の安全確認を周知す

る必要がある。 

【推進項目】 

   ① 横断歩道における歩行者最優先の徹底 

    横断歩道を横断している歩行者や、横断しようとしている歩行者がいる場

合、運転者は一時停止し、歩行者の通行を妨げてはならない道路交通法上の義

務があることを周知する。 

こどもや高齢者、障がいのある人が道路を横断しようとしている場合には、

声かけ、誘導するなど、地域一体となった交通安全活動を推進する。 

  ② こどもの交通ルールの遵守 

    交通安全教室や見守り活動により、安全な道路の通行方法や横断方法など交

通ルールを身に付け、道路での危険を予測する力の向上を図る。 

    道路を横断するときは、手を上げるなどして運転者に横断する意思を明確に

伝えることを周知する。                                                                                                                                                                                                                                                        

  ③ 高齢者に対する交通事故防止 

    加齢に伴う身体機能の変化が運転に及ぼす影響等を踏まえた交通安全教育及

び広報啓発を推進する。 

    また、夕暮れ時からの交通事故を防止するため、反射材の効果について周知

する。 

 

(3) 飲酒運転等の危険運転の根絶 



3 

 

   令和５年９月末現在、飲酒運転による交通死亡事故は発生していないが、人身

交通事故は21件と、依然として飲酒運転が後を絶っていない。過去５年間の飲酒

による人身交通事故を３か月ごとに見ると、10月から12月が最も多く、その中で

も、年末にかけて増加する傾向が見られることから、飲酒運転を許さない環境づ

くりが必要である。 

   飲酒運転と同様に、悪質で危険な妨害運転（いわゆる「あおり運転」）につい

ても、社会から根絶する気運を醸成する必要がある。 

【推進項目】 

   ① 飲酒運転を許さない環境づくり 

    家庭・地域・職場などが一体となって「飲酒運転をしない、させない、許さ

ない」環境をつくり上げる。 

  ② 妨害運転（あおり運転）の根絶に向けた啓発の推進 

    思いやりやゆずり合いの気持ちを持った運転に関する啓発、被害防止のため

のドライブレコーダの搭載や被害を受けた場合の車内からの安全な110番通報

の方法について周知を図り、妨害運転の根絶に向けた啓発を推進する。 

 

(4) 自転車等のヘルメット着用と安全利用の促進 

自転車ヘルメットの着用努力義務を定めた「岐阜県自転車の安全で適正な利用

の促進に関する条例」が全面施行されて１年、また、改正道路交通法が施行され

て半年が経過した。 

自転車の安全な利用を促進するため、全ての自転車利用者に対するヘルメット

の着用と自転車損害賠償責任保険等への加入を周知する必要がある。  

【推進項目】 

  ① 自転車の交通ルール遵守の徹底 

    地域や学校では、「自転車安全利用五則（令和４年11月改定）」を活用し、原

則として車道通行、車道は左側通行、歩道は歩行者優先等の通行方法や自転車

通行空間が整備された箇所における通行方法の周知と遵守の徹底を図る。 

  ② ヘルメットの着用努力義務の周知等 

    交通事故による被害を防止、軽減するため、「岐阜県自転車の安全で適正な

利用の促進に関する条例」及び道路交通法に基づき、全ての自転車利用者に対

してヘルメットの着用の徹底に向けた広報啓発を推進する。 

    特定小型原動機付自転車利用中における交通事故の被害を軽減するため、ヘ

ルメットの着用について周知する。 

  ③ 自転車損害賠償責任保険等への加入義務の周知 

    自転車事故が起きた場合の被害者の救済と自転車利用者の経済的負担の軽減
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を図るため、自転車損害賠償責任保険等への加入義務について周知する。 

  ④ 自転車の点検整備等 

    自転車を利用する場合には、乗車前の必要な点検整備を行い、両側面への反

射器材の装着を啓発する。 

    また、夕暮れ時からの早めのライト点灯を周知して交通事故防止を図る。 

 

７ 特定小型原動機付自転車 

  令和５年７月１日施行の改正道路交通法により、特定小型原動機付自転車（いわ

ゆる電動キックボード等）の交通方法等に関して規定された。 

  法律で定める基準を満たさないものは、引き続き、車両区分に応じた交通ルール

が適用されることを周知する。  

 

８ 運動の進め方及び効果の検証 

  各実施機関・団体は、相互に連携・協力し、地域と一体となった運動が展開され

るよう、組織の特性に応じた取組みを推進する。 

また、運動終了後には、その効果の検証を行い、実施結果を把握することによ

り、以降の運動がより効果的に実施されるよう努める。 
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